
令和 3年 9月 10日□

□保護者 様

棚倉町立棚倉中学校長 深谷 昇司□

1人 1台学習端末(iPad)の家庭での使用について(依頼)
初秋の候，皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また，日頃から，本校の教

育活動にご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。

さて，以前にお知らせしましたように， GIGA スクール構想の実現に向けて，学習端末の家庭
での使用の試行を行います。家庭で，①学校からの課題，②主体的な探究活動(調べ学習など)を
行うために，今までの学習方法と最適に組み合わせて，よりよい学びにつなげたいと考えます。

学校では夏休み期間中に①各教科・各学年で課題・宿題の検討，②ルール・約束事の検討を

行い，家庭への持ち帰りに向けた準備をすすめました。

つきましては，以下のように子ども達に指導(ルールと課題など)しますので，ご家庭での活用に
際しては，保護者の皆様のご指導の下で，安全・安心な学びにつながるよう，ご理解とご協力とを

お願いいたします。

また，学校でもルール・約束事を示しますが，ご家庭でも「学習のために活用する」視点でのル

ールを決めていただければと考えます。

最終的には，自己マネジメント力を育て，「自分で判断・計画し，常時・選択制で家庭での使

用」を目標にします。

記

1 計 画

9月 17日(金)
①学習端末 iPadを②家庭用充電器と共に持ち帰り

9月 18日(土)～ 20日(月・祝)
課題一覧表にある【課題】を実施

9月 21日(火)・ 22日(水)
東西中体連新人大会のため， 1～ 3年生共に自宅で【学習】に活用

9月 23日(木・祝)
自宅で【学習】に活用

9月 24日(金)
学校に学習端末 iPadのみ持参(家庭用充電器は卒業まで自宅で管理)

2 課 題

別紙参照



3 ルール・約束事

【家庭での使用ルール】

～よりより学び，安全・安心な学びに向けて～

(1) 学習に使用すること。学習以外では使用しないこと。

(2) 調べ学習(探究活動)は主体的に行っても構わないが，学習に関する事に限ること。
(3) SNS(LINE ， Twitter ， Instagram ， Facebookなど)は使用しないこと。
(4) インターネット(掲示板など)では一切の書き込みは行わないこと。
(5) 学習に関係する範囲でカメラは使用可能，必ず撮影する相手の許可を得ること。

(6) 通学途上では使用しない。

(7) タッチペン，家庭用充電器(両方共に棚倉町より貸与)は自己管理する。
(8) 各家庭で特別に決めた使用ルールを守る。

(9) 紛失や破損があった場合，すぐに学校に連絡する。

◎ このルールは，状況によって改善していきます。

【年度当初のルール】(令和 3年 4月 9日付保護者宛文書より)
(1) 学校の指示により，学校の授業で使用すること。

(2) 学校が認めた学習以外の目的で使用しないこと。

(3) 自宅学習に使用する場合は，借受者の自宅以外で使用しないこと。

(4) 学習用通信機器には，学校から指示のないソフトやアプリ等をインストールしないこと。

(5) 学習に関係のないWebサイトの閲覧は行わないこと。
(6) 学習用通信機器のセキュリティの維持に努めること。

(7) 学習用通信機器の使用に係る ID ，パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。
(8) 学習用通信機器を他者に使用させ，又は転貸しないこと。

(9) 学習用通信機器を売却し，廃棄し，又は故意に破損しないこと。

(10) 学習用通信機器を利用して，他者に対し被害や悪影響を与えないこと。

(11) 各学校が別に定める規程等に反する行為を行わないこと。

4 その他

(1) 家庭での学習への活用が問題無いと判断される場合，前述したように「自分で判断・計画

し，常時・選択制で家庭での使用」に移行していく予定です。予測が難しい状況ですので，

学校の取り組みに最大限のご理解とご協力とをお願いいたします。

(2) 新型感染症対策で臨時休校になった際には，オンデマンド授業などに活用する可能性も

あります。

(3) 棚倉町からのモバイル Wi-Fi ルーターの貸し出しを受けたい場合，学校にご相談をお願
いいたします。なお，回線の契約は以前にもプリント(令和 3年 7月 20日付)でお知らせした
ように各ご家庭の責任・負担になります。

(4) 現在までに，各ご家庭に配付したプリント等は，本校 webで確認できます。
(5) 以上の件に関する問い合わせは，下記事務担当までお願いします。

(事務担当 教頭 鶴水達也 電話 0247-33-3176)


